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１ 名古屋港管理組合発注工事における入札方式の適用基準について         

 

  名古屋港管理組合が発注する工事の入札方式の適用基準については、別紙１のと

おりとする。 

 

２ 総合評価落札方式を採用する理由について                   

 

  公共工事の品質は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成17年３月

31日法律第18号）第３条第２項に述べられているように受注者の技術的能力に負う

ところが大きく、一般競争入札による公共工事において、価格と品質が総合的に優

れた調達により、建設工事の品質確保を図るため、「地方自治法施行令」（昭和22

年５月３日政令第16号）第167条の10の２第３項に定める総合評価一般競争入札を適

用することを原則とする。 
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３ 落札者決定基準について                           

 

  標準型、簡易型及び特別簡易型の落札者決定基準は、原則以下のとおりである

が、発注工事毎の正式な落札者決定基準については、入札公告文の内容とする。 

 

３－１ 評価項目 

 

（１）技術提案に関する事項（標準型、簡易型） 

 

ア 標準型 

技術提案の内容 
工事目的物の性能・機能に関する技術提案を1項目、社会的

要請に関する技術提案を1項目とする。 

評価の基準 工事毎、課題毎に設定する。 

 

イ 簡易型 

技術提案の内容 
安全対策、環境対策等に関する「簡易な施工計画」を１項目

とする。 

提案数 評価する技術提案数は５以内とし、課題毎に設定する。 

評価の基準 

標準案の確実な履行のために、次の各号に掲げるすべての要

件を満たすものを評価する。 

(ｱ) 現地に即して配慮されている。 

(ｲ) 具体性がある。 

(ｳ) 工夫がみられる。 

(ｴ) 効果の根拠が示されている。 

(ｵ) 履行が確認できる。 

評価方法 
有効な提案数による多段階評価とし、評価方法については課

題毎に設定する。 

 

ウ 技術提案についての注意事項（入札参加資格の追加） 

技術提案については、標準型の場合は、設定する技術提案の２項目すべてにお

いて提案があること、簡易型の場合は、設定する技術提案（簡易な施工計画）に

おいて提案があることを入札参加資格とする。 

標準型、簡易型のいずれの場合においても、本組合が設定する課題に対し

て、「標準案のとおり」のみの記載等、具体的な提案がない者は入札参加資格を

認めない。 

なお、原則として技術提案内容の履行によるものを設計変更協議の対象とし

ない。 
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（２）企業の技術力に関する事項 

 

ア 同種工事の施工実績（企業評価対象工事の施工実績） 

  ［地域型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、広域型］ 

評価対象 

・入札公告で求める施工実績とする。 

・当該工事の全部又は代表的な工種・工法とし、当該工事と同規模

を標準とする。 

対象期間 前年度までの過去10年度に入札公告の前日までを含めた期間 

発注元 

・国、地方公共団体（特殊法人等（別紙２参照）含む。）の実績

は、発注者による区分をせず評価する。 

・民間工事での実績は、入札公告で認めた場合にのみ評価する。 

※１ 

営業所の 

取扱い 

・入札に参加する営業所だけでなく、県内にある営業所（主たる営

業所を含む。以下同じ。）が行った実績は、県外で行ったものを含

めてすべてを施工実績として認める。 

・県外の営業所が行った実績は、今回の入札参加者が当該営業所で

あった場合にのみ評価する。 

その他 

・事後審査において当該施工実績を証する資料の提出を求める。当

該施工実績を証する資料がない場合は、評価しない。 ※２ 

・下請負での施工実績は認めない。 

・元請として施工した名古屋港管理組合発注工事については、工事

成績が65点未満のものは評価しない。 

 

※１ 入札公告において民間工事の実績を認められた場合で、当該民間工事において

CORINSが未登録である工事実績は、契約書（工事名、発注者、契約金額、工期、受注

者社印、受注形態が共同企業体である場合は出資比率が分かるもの及び同種工事と判

別できる工事概要等を有する部分）、図面等の写しを提出すること。 

※２ 施工実績を証する資料は、一般財団法人日本建設情報総合センター（以下「JACIC」

という。）の工事実績情報サービス（以下「CORINS」という。）における登録内容確

認書（竣工登録工事カルテ受領書及びJACICに登録済みのコリンズ工事カルテ（竣工時

データ）でも可）とする。 

なお、補足資料として契約書（工事名、発注者、契約金額、工期、受注者社印、受

注形態が共同企業体である場合は出資比率が分かるもの及び同種工事と判別できる工

事概要等を有する部分）、図面等の写しの提出を求めることがある。 
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イ 工事成績［地域型Ⅰ・Ⅱ、広域型］ 

対象工事 

地域型 

土木関係工事（PC、鋼構

造物、塗装、設備系工事

は除く） 

発注工事と同業種（建設業法上の

分類）における本組合発注工事の

成績 

土木関係工事（PC、鋼構

造物、塗装、設備系工事）

及び建築関係工事 

発注工事と同業種（建設業法上の

分類）における本組合又は愛知県

（建設局、都市・交通局及び建築

局）発注工事の成績 

広域型 

発注工事と同業種（建設業法上の分類）における本組合、愛

知県（建設局、都市・交通局及び建築局）又は中部地方整備

局発注工事の成績 

対象期間 

及び評価 

地域型 
過去３年間に完成した工事成績の各年度の最上位成績の平

均点 ※１ ※２ 

広域型 
過去３年間に完成した工事成績のいずれか１件（前年度まで

の過去３年度に、入札公告の前日までを含む。） ※２ 

評定範囲 

地域型 
土木関係工事 

建築関係工事 

上限83点以上 

下限75点以上 

広域型 

土木関係工事 
上限85[83]点以上 

下限77[79]点以上 ※３ 

建築関係工事 
上限83[82]点以上 

下限75[78]点以上 ※３ 

その他 

・事後審査において、本組合、愛知県（愛知県建設局、都市・

交通局及び建築局）又は中部地方整備局が発行する工事成績

評定通知書の写しの提出を求める。提出のない場合は評価し

ない。 ※４ 

・下請負の工事成績は、認めない。 

 

※１ 実績のない年度については、74点のみなし点数とする。平均点は少数第２位以下を

切り捨てる。 

※２ 複数年度にまたがる工事の場合は、しゅん工（完了）した年度の成績とする。 

※３ 中部地方整備局の評定点は[ ]書きの点とする。 

※４ 本組合の工事成績評定通知書を紛失した場合は、名古屋港管理組合建設部技術課検

査室（電話052－654-7946）に問い合わせること。 
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ウ 優良工事表彰［地域型Ⅰ・Ⅱ、広域型］ 

評価対象 

 

※１ 

・本組合管理者、中部地方整備局長、中部地方整備局営繕部長、中

部地方整備局管内の事務所長もしくは愛知県知事、愛知県企業庁長

からの「優良工事表彰」 

・名古屋市緑政土木局長、名古屋市上下水道局長からの「優秀工事

表彰」 

・名古屋市住宅都市局長からの「優秀施工者表彰」 

対象期間 前年度までの過去10年度に入札公告の前日までを含めた期間 ※２ 

その他 

・県内にある営業所が行った実績は、県外で行ったものを含めてす

べてを施工実績として認める。県外の営業所が行った実績は、今回

の入札参加者が当該営業所であった場合にのみ評価する。 

・事後審査において、表彰の写しの提出を求める。提出のない場合

は評価しない。 

 

※１ いずれも元請として受賞している場合において評価する。 

※２ 表彰状の日付が、該当期間内のものとする。 

 

  エ 中長期的な担い手の確保［地域型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］ 

評価対象 正規社員（29歳以下の若手技術者）の雇用実績 ※１ ※２ 

対象期間 入札公告の前日から過去２年間（24ヶ月間） 

その他 
事後審査において、当該雇用実績を証する資料の提出を求める。当

該雇用実績を証する資料がない場合は、評価しない。 ※３ 

 

※１ 該当する正規社員については、同一企業での再雇用は認めない 

また、落札者決定時点で、雇用が継続していることが必要 

若手技術者は採用時に29歳以下であること 

※２ 技術者の定義として建設業法第７条第二号イで定める学校の建設業法施行規則第１

条に定める学科（国交省令で定める学科）又は施工技術検定規則第５条第１項第六

号、同条第２項第一号ハ、同項第二号ハ、同項第三号ハ及び同項第四号ハの規定によ

り、技術検定試験の受験資格の認定を受けた学校・学科を卒業した者とする 

※３ 雇用実績を証する資料は次の２つとする。 

① 常用型労働条件通知書又は労働契約書等、雇用の日付が確認できる書面の写しに

加え、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し又は健康保険・厚生年

金被保険者標準報酬決定通知書又はこれらに準ずる資料の写し等 

② 建設業法第７条第二号イで定める学校の建設業法施行規則第１条に定める学科又は

施工技術検定規則第５条第１項第六号、同条第２項第一号ハ、同項第二号ハ、同項第

三号ハ及び同項第四号ハの規定により、技術検定試験の受験資格の認定を受けた学

校・学科を卒業したことを証明する卒業証書の写し等 
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＜参考＞対象技術検定試験一覧表 

建設業法の規定に基づく技術検定試験 技術検定試験関連団体 

１級土木施工管理技術検定試験 （一財）全国建設研修センター 

２級土木施工管理技術検定試験 

１級管工事施工管理技術検定試験 

２級管工事施工管理技術検定試験 

１級電気通信工事施工管理技術検定試験 

２級電気通信工事施工管理技術検定試験 

１級造園施工管理技術検定試験 

２級造園施工管理技術検定試験 

１級建設機械施工管理技術検定試験 （一社）日本建設機械施工協会 

２級建設機械施工管理技術検定試験 

１級建築施工管理技術検定試験 （一財）建設業振興基金 

 ２級建築施工管理技術検定試験 

１級電気工事施工管理技術検定試験 

２級電気工事施工管理技術検定試験 

※ 各団体のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載されている指定学科・専修学校等一覧表または受験の手

引きにより学校・学科を確認 

 

オ 国家資格等の取得者［地域型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］ 

対象 
正規社員における国家資格等の取得者の有無 （業種は問わない） 

※１ ※２ 

対象期間 
前年度までの過去５年度に、入札公告の前日までを含めた期間  

※３ 

その他 
事後審査において、当該資格取得を証する資料の提出を求める。当

該資格取得を証する資料がない場合は、評価しない。 ※４ 

 

※１ 建設業法施行規則第７条の３第２号の表の下欄に掲げる者（実務経験のみによるも

のを除く）を対象とする。 

同欄に掲げる者のうち、国家資格等の取得後に実務経験を求めるものについては、

実務経験は問わない 

※２ 入社後に取得したもので、落札者決定時点で雇用が継続していること 

※３ 国家資格等の種類に応じて合格証明書（合格通知書含む）、免許の登録、免状の交付

又は資格者証の交付等の日付が対象期間内のものを認める。 

※４ 当該資格取得を証する資料は次の２つとする。 

① 常用型労働条件通知書又は労働契約書等、雇用の日付が確認できる書面の写しに

加え、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書の写し又は健康保険・厚生年

金被保険者標準報酬決定通知書又はこれらに準ずる資料の写し等 

② 国家資格等に係る合格証明書等の写し 
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＜参考＞国家資格等一覧（建設業法施行規則第７条の３第２号関係） 

資格区分 証明書等 資格等の種類 

建設業法「技術検定」 

 

合格証明書 

（合格通知書

含む） 

 

1 級建設機械施工管理技士 

2 級建設機械施工管理技士（第一種～第六種） 

1 級土木施工管理技士 

2 級土木施工管理技士 種 別 

土  木 

鋼構造物塗装 

薬液注入 

1 級建築施工管理技士 

2 級建築施工管理技士 種 別 

建  築 

躯  体 

仕上げ 

1 級電気工事施工管理技士 

2 級電気工事施工管理技士 

1 級電気通信工事施工管理技士 

1 級管工事施工管理技士 

2 級管工事施工管理技士 

1 級造園施工管理技士 

2 級造園施工管理技士 

建築士法「建築士試験」 免 許 証 

1 級建築士 

2 級建築士 

木造建築士 

技術士法「技術士試験」 合 格 証 

建設、総合技術監理（建設） 

建設「鋼構造及びコンクリート」、総合技術監理（建設「鋼構造及びコンクリート」） 

農業「農業農村工学」、総合技術監理（農業「農業農村工学」）H30 迄の「農業土木」

を含む 

電気電子、総合技術監理（電気電子） 

機械、総合技術監理（機械） 

機械「熱・動力エネルギー機器」、総合技術監理（機械「熱・動力エネルギー機器」）

H30 迄の「熱工学」を含む 

機械「流体機器」、総合技術監理（機械「流体機器」）H30 迄の「流体工学」を含む 

上下水道・総合技術監理（上下水道） 

上下水道「上水道及び工業用水道」、総合技術監理（上下水道「上水道及び工業用水

道」） 

水産「水産土木」、総合技術監理（水産「水産土木」） 

森林「林業・林産」、総合技術監理（森林「林業・林産」）H30 迄の「林業」を含む 

森林「森林土木」、総合技術監理（森林「森林土木」） 

衛生工学、総合技術監理（衛生工学） 

衛生工学「水質管理」、総合技術監理（衛生工学「水質管理」） 

衛生工学「廃棄物・資源循環」、総合技術監理（衛生工学「廃棄物・資源循環」）H30

迄の「廃棄物管理」を含む 

電気工事士法「電気工事士試

験」 
免 状 

第１種電気工事士 

第２種電気工事士 

電気事業法「電気主任技術者

国家試験等」 
免 状 電気主任技術者（１種・２種・３種） 
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電気通信事業法｢電気通信主

任技術者試験等」 
資格者証 電気通信主任技術者 

水道法「給水装置工事主任技

術者試験」 
免 状 給水装置工事主任技術者 

消防法「消防設備士試験」 免 状 
甲種消防設備士 

乙種消防設備士 

職業能力開発促進法「技能検

定」 
合格証書 

建築大工 

左官 

とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工 

ウェルポイント施工 

冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管 

給排水衛生設備配管 

配管・配管工 

建築板金（選択科目「ダクト板金作業」） 

タイル張り・タイル張り工 

築炉・築炉工・れんが積み 

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 

石工・石材施工・石積み 

鉄工・製罐 

鉄筋組立て・鉄筋施工（選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」） 

工場板金 

建築板金・板金（選択科目「建築板金作業」）・板金工（選択科目「建築板金作業」） 

板金・板金工・打出し板金 

かわらぶき・スレート施工 

ガラス施工 

塗装・木工塗装・木工塗装工 

建築塗装・建築塗装工 

金属塗装・金属塗装工 

噴霧塗装 

路面標示施工 

畳製作・畳工 

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具

工 

熱絶縁施工 

建具製作・建具工・木工（選択科目「建具製作作業」）・カーテンウォール施工・サッ

シ施工 

造園 

防水施工 

さく井 

その他 

地すべり防止工事士 

建築設備士 

一級計装士 

2 級電気通信工事施工管理技士 

基礎施工士 

解体工事施工技士 
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カ ＩＳＯ９００１認証の取得［地域型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、広域型］ 

評価対象 今回の入札参加者である営業所がISO9001に認証されていること。 

その他 
事後審査において、登録証の写しの提出を求める。提出のない場合

は評価しない。 

 

キ ＩＣＴ活用工事の取組実績 

（土木関係工事（ＰＣ、鋼構造物、塗装、設備系工事は除く。）） 

［地域型Ⅰ・Ⅱ、広域型］ 

評価対象 

発注工事と同業種（建設業法上の分類）の工事における本組合又は

愛知県建設局及び都市・交通局発注工事の「ICT建設機械による施

工」の取組実績 ※１ 

評価期間 前年度までの過去１年度に入札公告の前日までを含めた期間 ※２ 

その他 

事後審査において、本組合又は愛知県建設局及び都市・交通局が発

行する「ICT活用工事取組証」の写しの提出を求める。提出の無い場

合は評価しない。 ※３ 

 

※１ 土木工事業（PC工事除く）ととび・土工工事業での実績は等しく評価する。 

※２ 取組証に記載の引渡し年月日で判断する 

※３ 本組合の「ICT活用工事取組証」を紛失した場合は、名古屋港管理組合建設部建設事

務所（電話052－384-6014）に問い合わせること。 

 

ク 会社名の変更、合併、事業引継等がある場合について 

 （ア）下表を参考にして報告すること。（過去10年度に入札公告の前日までを含め

た期間） 

年月日 概要 名称 建設業許可番号 

 ○○に社名変更 旧名称△△  

 □□組を吸収合併 □□組  

 ××興業の土木部門事業継承   

 （イ）会社名の変更、合併、事業引継等があったことを証明する資料の提出を求め

ることがある。 
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（３）配置予定技術者の能力に関する事項 

 

ア 配置予定技術者の施工実績（技術者評価対象工事の施工実績） 

［地域型Ⅰ、広域型］ 

評価対象 

・入札公告で求める施工実績とする。 ※１ 

・当該工事の全部又は代表的な工種・工法とし、当該工事の２／３

程度の規模を標準とする。    

・監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人として

の実績を求める。なお、監理技術者補佐として従事した経験につい

ては、専任で従事した経験に限る。 

・工事の途中で交代している場合は、評価対象工事の工種に係る施

工期間を概ね従事していることをCORINSの変更届及び実施工程表等

により確認できる場合に限り認める。 

・工場製作期間と現場作業期間で配置予定技術者が異なる場合に

は、現場作業期間における配置予定技術者に係る実績を求める。 

・現在所属していない企業での実績も認める。 

対象期間 前年度までの過去10年度に入札公告の前日までを含めた期間 

発注元 

・国、地方公共団体（特殊法人等（別紙２参照）を含む。）の実績

は、発注者による区分をせず評価する。 

・民間工事での実績は、入札公告で認めた場合にのみ評価する。 

※２ 

その他 

・事後審査において当該施工実績を証する資料の提出を求める。当

該施工実績を証する資料がない場合は評価しない。 ※３ 

・下請負での施工実績は認めない。 

・元請として施工した名古屋港管理組合発注工事については、工事

成績が65点未満のものは評価しない。 

 

※１ 「（２）企業の技術力に関する事項、ア 同種工事の施工実績（企業評価対象工事

の施工実績）」での企業の施工実績と同じ工事である必要はない。 

※２ 入札公告において民間工事の実績を認められた場合で、当該民間工事において

CORINSが未登録である工事実績は、契約書（工事名、発注者、契約金額、工期、受注

者社印及び同種工事と判別できる工事概要等を有する部分）、主任（監理）技術者又

は現場代理人として従事したことが確認できる資料及び図面等の写しを提出するこ

と。 

※３ 施工実績を証する資料は、CORINSにおける登録内容確認書（竣工登録工事カルテ受

領書及びJACICに登録済みのコリンズ工事カルテ（竣工時データ）でも可）とする。

なお、補足資料として契約書（工事名、発注者、契約金額、工期、受注者社印及び同

種工事と判別できる工事概要等を有する部分）、図面等の写しの提出を求めることが

ある。 
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イ 工事成績［地域型Ⅰ、広域型］ 

評価対象 

・監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人と

しての成績を求める。なお、監理技術者補佐として従事した

経験については、専任で従事した工事に限る。 

・工事の途中で交代している場合は、工期の半分以上かつ完

了時まで従事した者の実績を認める。 

・工場製作を伴う工事の場合は、現場作業期間の半分以上か

つ完了時まで従事した者の実績を認める。 

対象工事 

地域型 

土木関係工事（PC、鋼構造

物、塗装、設備系工事は除

く） 

発注工事と同業種（建設業法上の

分類）における本組合発注工事の

工事成績 

土木関係工事（PC、鋼構造

物、塗装、設備系工事）及

び建築関係工事 

発注工事と同業種（建設業法上の

分類）における本組合又は愛知県

（建設局、都市・交通局及び建築

局）発注工事の成績 

広域型 

発注工事と同業種（建設業法上の分類）における本組合、愛知

県（建設局、都市・交通局及び建築局）又は中部地方整備局発

注工事の成績  

対象期間 

及び評価 

発注工事と同業種（建設業法上の分類）の工事における過去

５年間に完成した工事成績のいずれか１件（前年度までの過

去５年度に、入札公告の前日までを含む。） ※１ ※２ 

評定範囲 

地域型 
土木関係工事 

建築関係工事 

上限83点以上 

下限75点以上 

広域型 

土木関係工事 
上限85[83]点以上 

下限77[79]点以上 ※３ 

建築関係工事 
上限83[82]点以上 

下限75[78]点以上 ※３ 

その他 

・事後審査において、本組合、愛知県（愛知県建設局、都市・

交通局及び建築局）又は中部地方整備局が発行する工事成績

評定通知書の写し及び監理技術者、監理技術者補佐、主任技

術者又は現場代理人として従事したことを確認できる書類の

提出を求める。提出のない場合は評価しない。 ※４ 

・下請負の工事成績は、認めない。 

  

※１ 複数年度にまたがる工事の場合は、しゅん工（完了）した年度の成績とする。 

※２ 実績がない場合及び転職等により工事成績評定通知書等の評定を証明する書類の写

しの添付が困難な場合については、74点のみなし点数とする。 

※３ 中部地方整備局の評定点は[ ]書きの点とする。 

※４ 本組合の工事成績評定通知書を紛失した場合は、名古屋港管理組合建設部技術課検

査室（電話 052－654-7946）に問い合わせること。 
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ウ ＣＰＤ実績［地域型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、広域型］ 

評価対象 

土木関係工事 
建設系 CPD 協議会加盟団体のうちから１団体のみ認め

る。 ※１ 

建築関係工事 
建築 CPD 情報提供制度（運営：建築 CPD 運営会議）に

よる CPD 実績 

対象期間 

土木関係工事 
前年度までの過去２年度と、入札公告の前日までを含

む期間内 

建築関係工事 前年度と、入札公告の前日までを含む期間内 

評価 

土木関係工事  広域型 

対象期間のうち任意の１年間（12 ヶ月間）で

１年間の推奨単位を取得、もしくは２年間

（24 ヶ月）で１年間の推奨単位取得 ※２ 

土木関係工事  地域型 

対象期間のうち任意の２年間（24 ヶ月間）で

１年間の推奨単位を取得、もしくは、推奨単

位の半分を取得 ※２ 

建築関係工事 
対象期間のうち任意の１年間（12 ヶ月間）の取得単位 

※３  

その他 
事後審査において、証明書の写しの提出を求める。提

出のない場合は評価しない。 

 

※１ 証明書発行団体以外の団体の取得単位はCPD単位の相互承認を受け、証明書発行団体

の証明に含めることとする。 

※２ 推奨単位については、加盟団体ごとの推奨単位とする。 

  ※３ １年間の推奨単位は12単位 
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 ＜参考＞ＣＰＤ制度運営団体推奨基準例R6.6.1 

土木関係工事 

建設系ＣＰＤ協議会 

加入団体（会員） 単位 
１年間の 

推奨基準 

（公社）空気調和・衛生工学会 ＣＰＤポイント 50 

（一財）建設業振興基金 ＣＰＤ単位 12 

（一社）建設コンサルタンツ協会 ＣＰＤ単位 50 

（公社）地盤工学会 ＣＰＤ単位 50 

（公社）森林・自然環境技術者教育研究センター ＣＰＤ単位 20 

（一社）全国測量設計業協会連合会 ＣＰＤポイント 20 

（公社）全国上下水道コンサルタント協会 ＣＰＤ単位 50 

（一社）全国土木施工管理技士会連合会 ユニット 20 

（公社）土木学会 ＣＰＤ単位 50 

（一社）日本環境アセスメント協会 ＣＰＤ単位 50 

（公社）日本技術士会 ＣＰＤ時間 50 

（公社）日本コンクリート工学会 なし なし 

（公社）日本造園学会 ＣＰＤ単位 50 

（公社）日本都市計画学会 ＣＰＤ単位 50 

（公社）農業農村工学会 ＣＰＤ単位 50 

土質・地質技術者生涯学習協議会 ＣＰＤ単位 50 

（一社）交通工学研究会 ＣＰＤ単位 50 

（一社）全日本建設技術協会 ＣＰＤ単位 25 

（公社）日本建築士会連合会 ＣＰＤ単位 12 

 

建築関係工事 

建築ＣＰＤ運営会議（建築ＣＰＤ情報提供制度） 

加入団体（会員） 
１年間の 

推奨基準 

国土交通省 

12 

（公社）日本建築士会連合会 

（一社）日本建築士事務所協会連合会 

（公社）日本建築家協会 

（一社）日本建設業連合会 

（一社）日本建築学会 

（一社）日本建築構造技術者協会 

（公財）建築技術教育普及センター 

（一財）建設業振興基金 

建築設備士関係団体ＣＰＤ協議会 

（参加団体） 

 （公社）空気調和・衛生工学会 

 （一社）建築設備技術者協会 

 （一社）電気設備学会 

 （一社）日本設備設計事務所協会連合会 

 （公財）建築技術教育普及センター 

※ 加盟団体、年間推奨単位等は変更されることがあるため、建設系ＣＰＤ協議会のウ

ェブサイト等により確認を行うこと。  
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 エ 資格保有［地域型Ⅱ・Ⅲ］ 

対象 

資格 

 

※１ 

土木 

関係 

工事 

一般土木工事 

舗装工事 

ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ（PC）工事 

鋼構造物工事 

とび・土工工事 

しゅんせつ工事 

解体工事 

１級土木施工管理技士 

２級土木施工管理技士[土木] 

塗装工事 

１級土木施工管理技士 

２級土木施工管理技士 

[鋼構造物塗装] 

造園工事 
１級造園施工管理技士 

２級造園施工管理技士 

建築 

関係 

工事 

一般建築工事 

及び解体工事 

１級建築施工管理技士 

２級建築施工管理技士[建築] 

管工事 
１級管工事施工管理技士 

２級管工事施工管理技士 

土木 

・ 

建築 

共通 

電気工事 
１級電気工事施工管理技士 

２級電気工事施工管理技士 

電気通信工事 
１級電気通信工事施工管理技士 

２級電気通信工事施工管理技士 

その他 

事後審査において資格保有を証する資料として、技術検定合格証

明書（合格通知書含む。）の写しの提出を求める。提出がない場合

は評価しない。 

 

※１ 工事ごとに評価対象となる資格を入札公告に記載する。 

この表に記載のない工事を発注する場合は、該当する主任技術者等の資格を設定す

る。 

 

オ 入札参加申込時に配置予定技術者の特定ができない場合 

 （ア）複数の技術者を配置予定技術者の候補者とする場合、各項目ごとの最低点を

採用するのではなく、技術者毎に計算した合計点が最低のものを採用すること。 

 （イ）この場合、事後審査において、複数の技術者を提出資料に記入することがで

きる。 
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（４）地域精通度・地域貢献度に関する事項 

 

 ア 主たる営業所の所在地［広域型］ 

評価対象 建設業法に基づき設置された主たる営業所の所在地 

その他 

・「営業所」とは、建設業法第３条に規定する営業所をいう。ま

た、「主たる営業所」とは、建設業法に基づく建設業の許可申請時

（変更申請含む。）に届け出た、主たる営業所をいう。 

・評価の対象となる営業所が、本組合の入札参加資格登録営業所と

異なる場合には、証明できる書類（建設業許可申請書の写し等）を

提出すること。 

・評価の対象となる営業所が、今回発注工事と同業種の営業が認め

られていない場合は評価しない。 

  

イ 愛知県内の施工実績［地域型Ⅰ・Ⅱ、広域型］ 

評価対象 入札公告で求める施工実績とする。 

評価期間 前年度までの過去10年度に入札公告の前日までを含めた期間 

発注元 

・国、地方公共団体（特殊法人等（別紙２参照）を含む。）の実績

は、発注者による区分をせず評価する。 

・民間工事での実績は、入札公告で認めた場合にのみ評価する。 

※１ 

営業所の 

取扱い 

・入札に参加する営業所だけでなく、県内にある営業所が行った実

績は、すべてを施工実績として認める。 

・県外の営業所の行った実績は、今回の入札参加者が当該営業所で

あった場合にのみ評価する。 

その他 

・事後審査において当該施工実績を証する資料の提出を求める。当

該施工実績を証する資料がない場合は、評価しない。 ※２ 

・下請負での施工実績は認めない。 

・元請として施工した名古屋港管理組合発注工事については、工事

成績が65点未満のものは評価しない。 

 

※１ 入札公告において民間工事の実績を認められた場合で、当該民間工事において

CORINSが未登録である工事実績は、契約書（工事名、発注者、契約金額、工期、受注

者社印、受注形態が共同企業体である場合は出資比率が分かるもの及び同種工事と判

別できる工事概要等を有する部分）、図面等の写しを提出すること。 

※２ 施工実績を証する資料は、CORINSにおける登録内容確認書（竣工登録工事カルテ受

領書及びJACICに登録済みのコリンズ工事カルテ（竣工時データ）でも可）とする。

なお、補足資料として契約書（工事名、発注者、契約金額、工期、受注者社印、受注

形態が共同企業体である場合は出資比率が分かるもの及び同種工事と判別できる工事

概要等を有する部分）、図面等の写しの提出を求めることがある。 
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ウ 災害協定等の締結の有無 

（土木関係工事（PC、鋼構造物、塗装、設備系工事は除く。）） 

［地域型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、広域型］ 

評価対象 

入札参加者（※１）又は入札参加者が会員等になっている法人格を

有する団体と本組合、愛知県又は名古屋市が災害協定等を締結して

いる場合 ※２ 

協定の 

種類 

災害協定 

・公共土木施設（※３）に対する災害時の対応

（情報収集及び復旧）に関するもの  

・「鉄道軌道整備法」に基づく補助の対象とな

る施設の災害時の対応（情報収集及び復旧）に

関するもの 

維持修繕協定 
休日、夜間を問わない作業を伴う公共土木施設

に対する緊急維持修繕及び雪氷対策 

津波避難ビル協定 

名古屋市が、津波被害から人命を守るために、

一時避難所としてビルを指定した「津波時にお

ける一時避難施設としての使用に関する協定

書」によるもの 

その他 

事後審査において、災害協定等が締結中であることを客観的に証す

る資料（災害協定、契約、覚書、登録制度、実施要領、団体の場合

は当該年度内に発行した証明書）の写しの提出を求める。提出のな

い場合は評価しない。 

 

※１ 県内にあるすべての営業所を含む。 

  ※２ 本組合、愛知県又は名古屋市がそれぞれ単独で締結している場合に限る。 

   ※３ 公共土木施設とは「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」の対象となる次の施

設 

河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防

止施設、道路、港湾、漁港、下水道、公園 
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 エ 災害協定等に基づく愛知県内での活動実績の有無 

（土木関係工事（PC、鋼構造物、塗装、設備系工事は除く。）） 

［地域型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］ 

評価対象 

・入札参加者（※１）又は入札参加者が会員等になっている法人格

を有する団体の本組合、愛知県又は名古屋市と締結している災害協

定等（※２）に基づく地域貢献の実績 

・災害協定に基づく災害訓練の参加も活動実績として認める。 

・維持修繕協定に基づく工事の実績は、災害協定に基づく活動実績

とは別に、維持修繕工事の活動実績として認める。 

・津波避難ビル協定に基づく活動実績（※３）は、災害協定に基づ

く活動実績とは別に、津波避難ビル協定の活動実績として認める。 

評価期間 前年度までの過去５年度に入札公告の前日までを含めた期間 

その他 

事後審査において、活動実績を証明できる資料の提出を求める。活

動実績を証明できる資料は、災害支援表彰の写し、本組合、愛知県

もしくは名古屋市の参加実績証明書の写し及び活動報告書（実施日

時、場所並びに活動内容の分かる資料）とする。提出のない場合は

評価しない。 

 

 ※１ 県内にあるすべての営業所を含む。 

 ※２ 本組合、愛知県又は名古屋市がそれぞれ単独で締結している場合に限る。 

 ※３ 津波避難ビル協定に基づく活動実績とは、津波避難ビルに罹災者が避難した場合及

び津波を想定した災害訓練時における避難時を対象とする。ただし、火災を想定した

訓練における避難誘導活動は、対象としない。 

 

 オ  災害協定等の締結の有無（土木関係工事（PC、鋼構造物、塗装、設備系）） 

   ［地域型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、広域型］ 

評価対象 
入札参加者（※１）又は入札参加者が会員等になっている法人格を

有する団体と本組合との締結状況を評価する。 

協定の 

種類 

・大規模災害時における施設の応急対策業務に関する協定 

・大規模災害時における陸閘の応急対策業務に関する協定 

・大規模災害時における施設（電気設備）の応急対策業務に関する協

定 

その他 

事後審査において、災害協定等が締結中であることを客観的に証す

る資料（災害協定、契約、覚書、登録制度、実施要領、団体の場合

は当該年度内に発行した証明書）の写しの提出を求める。提出のな

い場合は評価しない。 

 

 ※１ 県内にあるすべての営業所を含む。  
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 カ 応急修理等の協定の締結の有無（建築関係工事） 

（地域型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、広域型） 

評価対象 

入札参加者（※１）又は入札参加者が会員等になっている法人格を

有する団体と本組合、愛知県、名古屋市、愛知県住宅供給公社又は

名古屋市住宅供給公社が応急修理等の協定を締結している場合 

 ※２ 

協定の 

種類 

・災害救助法に基づく応急仮設住宅の建設又は住宅の応急修理に関するも

の 

・休日、時間外及び台風、火災等緊急時に迅速に対応できる住宅の小規模修

繕に関するもの 

・防災拠点となる公共建築物の応急修繕 

・本組合との大規模災害時における施設（建築・電気設備・給排水設備）の

応急対策業務に関する協定 

その他 

事後審査において、応急修理等の協定が締結中であることを客観的

に証する資料（災害時における応急対策業務協定、契約、覚書、登

録制度、実施要領、団体の場合は当該年度内に発行した証明書）の

写しの提出を求める。提出のない場合は評価しない。 

 

※１ 県内にあるすべての営業所を含む。 

※２ 本組合、愛知県、名古屋市、愛知県住宅供給公社又は名古屋市住宅供給公社がそれ

ぞれ単独で締結している場合に限る。 

 

 キ ボランティア活動実績 

（土木関係工事（PC、鋼構造物、塗装、設備系工事は除く。）） 

［地域型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ］ 

評価対象 

・入札参加者（※１）又は入札参加者が会員等になっている団体

が、愛知県内の港湾行政に関するボランティア活動に参加したこと

により、表彰状や感謝状を中部地方整備局長、中部地方整備局管内

の事務所長、愛知県知事又は本組合管理者から受けた場合に評価す

る。 ※２ 

・「名古屋みなと祭」における会場清掃等に関する活動について、

「名古屋みなと祭協賛会会長名」で礼状を受けた場合も同様に評価

する。  

評価期間 前年度までの過去２年度に入札公告の前日までを含めた期間 

その他 

・事後審査において、中部地方整備局、愛知県又は本組合から入札

参加者又は入札参加者が会員等になっている団体に対して授与した

「表彰状」、「感謝状」又は「礼状」の写しの提出を求める。提出

のない場合は評価しない。 

・「表彰状」、「感謝状」又は「礼状」を授与された者が団体の場

合は、その団体に入札参加者が参加していることを客観的に証明で

きる資料を併せて提出すること。 
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※１ 県内にあるすべての営業所を含む。 

 ※２ ボランティアの定義は次に定めるとおりとする。 

    ａ 社会貢献であること 

    ｂ 無償の企業活動であること（社員の個人的な活動ではなく、社命を受けた労働奉

仕） 

    ｃ 工事施工に際しての地域サービスでないこと 

    ｄ 寄付（募金・物）行為及び資機材の貸与は対象外とする 

  

  ク あいち女性輝きカンパニーの認証又は女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし

認定又はプラチナえるぼし認定）[地域型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、広域型] 

評価対象 

あいち女性輝きカンパニー 
認証書に記載の認証年月日が入札公告

の前日までの場合に評価する 

女性活躍推進法に基づく認定

（えるぼし認定又はプラチナ

えるぼし認定） 

基準適合一般事業主認定通知書（える

ぼし認定の場合）又は基準適合認定一

般事業主認定通知書（プラチナえるぼ

し認定の場合）に記載の通知年月日が

入札公告の前日までの場合に評価する 

その他 

事後審査において、あいち女性輝きカンパニーの認証書又は女性活

躍推進法に基づく認定の基準適合一般事業主認定通知書又は基準適

合認定一般事業主認定通知書の写しの提出を求める。提出のない場

合は評価しない。 

 

ケ 完全週休２日制工事・週休２日制工事の取組実績（土木関係工事） 

[地域型Ⅰ・Ⅱ、広域型] 

評価対象 

・本組合又は愛知県建設局及び都市・交通局発注工事の取組実績を

評価する。 

・発注工事と同業種（建設業法上の分類）の工事での取り組みを評

価する。ただし、PC 工事、法面処理工事等、工事の種類を指定する

必要がある場合は、工事の種類を指定する。 

評価期間 前年度に入札公告の前日までを含めた期間 ※１ 

加算点 

取組実績 
以下のいずれかに該当するも

の（加算点の合算はしない） 

最大 

２点 

完全週休 2 日工事 取組証あり ２点 

月単位の週休２日工事 

４週８休工事 ※２ 

取組証２件あり ２点 

取組証１件あり １点 
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その他 

事後審査において、本組合、愛知県建設局及び都市・交通局が発行

する「週休２日工事取組証」（本組合発行の「週休２日制工事取組

証」を含む。）の写しの提出を求める。提出の無い場合は評価しな

い。 ※３ 

 

※１ 「週休２日工事取組証」に記載の引渡し年月日の属する年度とする。 

※２ 土木工事（愛知県 積算基準及び歩掛表【土木編】、国土交通省 土木工事標準積算基

準書を適用する工事）における月単位の週休２日工事の取組実績及び港湾工事（愛知

県 積算基準及び歩掛表【港湾・漁港・海岸編】、国土交通省 港湾請負工事標準積算基

準を適用する工事）における４週８休工事の取組実績を評価する。 

※３ 本組合の「週休２日工事取組証」は、受注者が取組証の発行を希望する旨を工事完

成日までに監督職員に申し出た場合に発行する。また、取組証を紛失した場合は、名

古屋港管理組合建設部建設事務所（電話 052-384-6014）に問い合わせること。 

 

コ 週休２日促進工事の取組実績（建築関係工事）[地域型Ⅰ・Ⅱ、広域型] 

評価対象 

・本組合発注工事における週休２日促進工事（営繕工事）又は愛知

県建設局、都市・交通局及び建築局発注工事における週休２日制工

事の取組実績を評価する。 

・発注工事と同業種（建設業法上の分類）の工事での取り組みを評

価する。 

評価期間 前年度に入札公告の前日までを含めた期間 ※１ 

加算点 月単位の週休２日工事 
取組証２件あり ２点 

取組証１件あり １点 

その他 

事後審査において、本組合が発行する「週休２日促進工事取組証

（営繕）」又は愛知県建設局、都市・交通局及び建築局が発行する

「週休２日制工事取組証」の写しの提出を求める。提出の無い場合

は評価しない。 ※２ 

 

※１ 「週休２日促進工事取組証（営繕）」に記載の引渡し年月日の属する年度とする。 

※２ 本組合の「週休２日促進工事取組証（営繕）」は、受注者が取組証の発行を希望する

旨を工事完成日までに監督職員に申し出た場合に発行する。また、取組証を紛失した

場合は、名古屋港管理組合建設部建設事務所（電話０５２－６６１－５２８１）に問

い合わせること。 

 

  サ ＩＳＯ１４００１認証の取得[地域型Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、広域型] 

対象 今回の入札参加者である営業所がISO14001に認証されていること 

その他 
事後審査において、登録証の写しの提出を求める。提出のない場合

は評価しない。 

 

 



21 

 

３－２ 加算点 

 

各評価項目の加算点は、別紙３「名古屋港管理組合総合評価落札方式の標準加算点

表」及び「別表１～10」のとおりとする。 

 

３－３ 落札者の決定方法 

 

 入札参加資格をすべて満たしている者のうち、総合評価値の最も高い者を落札者と

する。 

 総合評価値の算出方法は、次に示す除算方式で行う。 

 

   総合評価値 ＝（評価点／入札価格）× 10,000,000 

評価点 = 標準点（100 点）+ 加算点 

 

   ※標準点：入札参加資格を有している者に付与する点（100 点） 

 

入札価格が一定の価格（据置価格）を下回る場合は、評価値の算出式において入札

価格を据置価格に置き換えて評価値を算出する。 

 

 入札価格＜据置価格の場合 

総合評価値 ＝（評価点／据置価格）× 10,000,000 

 

 なお、据置価格は名古屋港管理組合低入札価格調査等実施要領に定められた基準価

格とする。 

 基準価格は、契約の内容に適合した履行がされないおそれがある価格であり、契約

の内容が適切に行われるかどうか判断するための詳細な調査を行うこととなる基準の

価格 
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５ 加算点の申告について                             

 

（１）評価項目「企業の技術力に関する項目」、「配置予定技術者の能力に関する項目」及

び「地域精通度地域貢献度」の加算点については、入札参加者が加算点申告表を作成

し、入札参加申込と同時に提出するものとする。 

 

（２）「技術提案に関する事項」の加算点（標準型及び簡易型のみ）と加算点申告表の加

算点を足した合計加算点と入札価格又は基準価格から各入札参加者の総合評価値を算

出し、総合評価値が一番大きな入札参加者を落札候補者とする。 

 

（３）落札候補者のみ事後審査を行う。 

 

５－１ 加算点を過大に申告した場合の取り扱いについて 

 

 事後審査の結果、落札候補者が入札参加申込時に提出した加算点申告表が、過大な加算

点となっている評価項目があった場合、ペナルティとして審査後の加算点の合計から減点

を行う。審査した加算点から減じる点数は、下記の計算式のとおりとする。 

ただし、入札参加者の申告した加算点が過小となる評価項目がある場合は、その評価項

目の加算点の見直しは行わない。 

 

減点 ＝ 入札参加者が申告した加算点－審査した加算点 

 

  計算例１：審査した加算点１点、入札参加者が申告した加算点２点 

       減点 ＝ ２点－１点 ＝ １点 

 

  計算例２：審査した加算点１点、入札参加者が申告した加算点３点 

       減点 ＝ ３点－１点 ＝ ２点 

 

   

  

【ペナルティの取り扱いの例】 

 

企業の施工実績の評価項目で「実績２件有り（加算点２）」として自己申告したが、事

後審査で施工実績のうちの１件が評価対象外とされた場合、企業の施工実績に係る加算点

は１点となり、さらに審査後の加算点の合計から過大申告のペナルティとして１点がマイ

ナスされる。 
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６ 技術提案の履行確認等について（標準型、簡易型）                

 

（１）落札者となった者の技術提案（簡易型の「簡易な施工計画」を含む。以下同じ。）

については、その履行を確保し評価内容を担保するために、契約書に提案内容を記載

するとともに、監督・検査により、技術提案の内容の履行確認を行う。 

ただし、施工することが好ましくないと監督職員があらかじめ指示した技術提案に

ついては施工してはならない。 

 

（２）受注者の責により技術提案の内容の不履行が認められた場合は、受注者は再度の施

工をしなければならない。ただし、再度の施工が不可能、困難あるいは不合理である

と認められる場合は除く。なお、工事成績評定において、１０点を減点する。 

 

（３）標準型の技術提案において評価された内容が不履行となった場合は、下記の計算式

により、契約金額の減額を行う。 

 

  契約額の減額相当額Ｃ ＝ 契約額×{１－（100＋不履行時の加算点※）÷ 

              （100＋契約時の加算点）} 

 

  ※不履行となった技術提案の評価点相当分を差し引いた合計加算点  



25 

 

７ 手順フロー（簡易型・特別簡易型）                       

 
 
フロー 

 
期間※１ 入札参加者 発注者（本組合） 

 

   

       

 公告  

１４日 

・技術資料（技術提案、加

算点申告表等）の作成 

・公告に関する質問 

・公告に関する質問受付

及び回答 

 

 

↓ 

  

   

  ・参加申込書の提出 

・技術資料の提出 

・技術提案の審査 

・総合評価審査委員会の

開催（意見聴取） 

・質問回答の掲載 

 

 入札参加申込受付期

限 

  

 
↓ 

 

４日 

～ 

２１日 

 

   

 技術提案の審査※２   

 

↓ 

  

   

  ・入札書・工事費内訳書の

提出 

 

 入札   

 開札  

７日 

～ 

１４日 

・開札・総合評価値の計

算 

・落札候補者の決定、通

知 

 

 
↓ 

  

   

 落札候補者への通知  ・事後審査資料の提出  

 ↓  

・事後審査資料の審査 

・加算点のチェック 

・総合評価値の再計算※３ 

 

 事後審査資料の受付   

 ↓   

 事後審査   

 

↓ 

  

  ・総合評価審査委員会の

開催※４ 

・一般競争入札等審査委

員会（内部委員会）の

開催 

・落札者の決定 

 

   

   

   

   

 落札者の決定   

 
↓ 

 

７日 
・評価点の値に関する質

問受付及び回答 

 

   

 入札結果の通知と公

表 

  

 ↓   

 契約   

    

       

※１ 簡易型、特別簡易型の標準的な期間（土日含む）であるので、詳細は入札公告で確認すること。 

※２ 簡易型のみ実施する。 

※３ 事後審査により落札候補者の加算点に修正があり、総合評価値の最も高い者に変更があった場合は、

変更後の総合評価値の最も高い者を落札候補者とし、事後審査を行う。 

※４ 技術提案の意見聴取時の総合評価審査委員会で承認を得られれば省略することができる。 
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名古屋港管理組合発注工事における入札方式の適用について 

 

予定価格 入札方式 形式 種別 工事の種類 

1 千万円未満 
指名競争

入札 
  全工事 

1 千万円以上 

5 千万円未満 

一般競争

入札 
  

総合評価落札方式の適用が不適当な

工事又は簡易な工事 

総合評価

落札方式 

特別 

簡易型 

広域型 PC、鋼構造物、設備系工事 

地域型 

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 
全工事（上記を含む） 

5 千万円以上 

1 億 5 千万円未満 

一般競争

入札 
  

総合評価落札方式の適用が不適当な

工事又は簡易な工事 

総合評価

落札方式 

特別 

簡易型 

広域型 
PC、しゅんせつ、鋼構造物、設備系工

事 

地域型 

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 
全工事（上記を含む） 

簡易型 

広域型 
PC、しゅんせつ、鋼構造物、設備系工

事 

地域型 

Ⅰ 
全工事（上記を含む） 

1 億 5 千万円以上 
総合評価

落札方式 

特別 

簡易型 

広域型 
PC、しゅんせつ、鋼構造物、設備系工

事 

地域型 

Ⅰ・Ⅱ 
上記以外 

簡易型 

広域型 
PC、しゅんせつ、鋼構造物、設備系工

事 

地域型 

Ⅰ 
上記以外 

標準型 広域型 全工事 

 

注）簡易な工事とは、施工条件が単純で、かつ技術的難易度の低い工事とする。 

注）設備系工事とは、水道施設、機械器具設置、電気、電気通信、管及び消防施設工事業

の業種工事である。 

注）随意契約が妥当な工事、及び機密保持等の制約により工事内容を公表できない工事は

除く。 

注）工事の内容に応じては、予定価格によることなく、高度な形式を選定することができ

る。 

注）工事の必要工期によっては、予定価格によることなく入札方式を選定することができ

る。 

別紙 1 
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注）種別の分類については、次の表のとおりとする。なお、単体で発注する総合評価落札

方式について、愛知県内に主たる営業所を置く建設業者の入札参加者が概ね１０社以上

見込めない場合は、広域型を選定することができる。 

種別 内容 

地域型 

入札参加企業の主たる営業所（建設業法に基づく建設業の許可申請時

に届け出た主たる営業所）の所在を原則として愛知県内に限定する工

事 

地域型Ⅰ 

・企業の技術力、配置予定技術者の能力、地域精

通度地域貢献度を総合的に評価するもの 

・配置予定技術者の能力を重視する必要がある工

事に適用 

地域型Ⅱ 

（技術者育成型） 

・企業の技術力を基本として、配置予定技術者の

能力に関する評価項目等を軽減したもの 

・原則、地域型Ⅰを適用する工事以外の工事に適

用 

地域型Ⅲ 

（チャレンジ型） 

・企業の技術力及び配置予定技術者の能力に関す

る評価項目等を軽減したもの 

・予定価格１億５千万円未満で、企業の技術力及

び配置予定技術者の能力を重視する必要がない工

事に適用 

広域型 上記以外の工事 

 

注）形式の分類については、次の表のとおりとする。 

形式 評価項目 技術提案 

特別簡易型 

技術的な工夫の余地が小さい工事について、企

業の技術力、配置予定技術者の能力、地域精通

度地域貢献度及び入札価格を評価する 

なし 

簡易型 

技術的な工夫の余地がある工事について、簡易

な施工計画、企業の技術力、配置予定技術者の

能力、地域精通度地域貢献度及び入札価格を評

価する 

簡易な施工計画 

（１項目） 

標準型 

技術的な工夫の余地が大きい工事について、安

全対策、環境への影響、工期縮減等の技術提案、

企業の技術力、配置予定技術者の能力、地域精

通度地域貢献度及び入札価格を評価する 

技術提案 

（２項目） 
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「特殊法人等」に該当する公共工事発注機関について 
 

本ガイドライン及び入札公告における「特殊法人等」とは以下のものとする。 

 

（１）公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第２条に規定されている「特

殊法人等」 

  ※注意事項 

・特殊法人等の改革により、国関連の法人の名称、組織等が変更しているので注意す

ること 

  ・旅客鉄道株式会社各社は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施

行令第 1 条に規定がないため該当しません 

 

（２）特別地方公共団体（一部事務組合） 

  【例】愛知県競馬組合 

 

（３）地方公社等 

 ア 地方道路公社法に基づき地方公共団体が設立した「道路公社」 

   【例】愛知県道路公社、名古屋高速道路公社 

 イ 公有地の拡大の推進に関する法律に基づき地方公共団体が設立した「土地開発公

社」 

 ウ 地方住宅供給公社法に基づき地方公共団体が設立した「住宅供給公社」 

 

（４）認可（指定）法人等 

   公共（益）施設を設置又は整備する機関として個別の法律により国の認可、指定等

を受けた愛知県が出資している法人 

  【例】日本下水道事業団（日本下水道事業団法） 

     中部国際空港株式会社（中部国際空港の設置及び管理に関する法律） 
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